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公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
〇
号
） 

１ 

短
期
の
雇
用
に
就
く
こ
と
を
常
態
と
す
る
者
が
、
雇
用
保
険
法
に
規
定
す
る
特
例
一
時

金
の
支
給
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
〇
条
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
一
号
） 

１ 

佐
賀
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

 
 
 

夫
婦
が
交
互
に
育
児
休
業
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

職
員
が
育
児
休
業
等
計
画
書
を
提
出
し
て
最
初
の
育
児
休
業
又
は
育
児
短
時
間
勤
務

を
し
た
後
三
月
以
上
経
過
し
た
場
合
に
、
再
度
の
育
児
休
業
又
は
育
児
短
時
間
勤
務

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
及
び
第
一
一
条
関
係
） 

 
 
 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

２ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

 
 
 

職
員
が
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
に
つ
い
て
疾
病
の
予
防
を
図
る
た

め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
世
話
を
行
う
場
合
に
特
別
休

暇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
二
条
関
係
） 

 
 
 

職
員
が
要
介
護
者
に
つ
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
世
話
を
行
う
場
合
に
特
別

休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
二
条
関
係
） 

 
 
 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

４ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

○
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
二
二
号
） 

(1) (2) (1) (2) (3) 
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１ 

こ
の
条
例
は
、
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
、
製
造
の
事
業
、
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
又

は
旅
館
業
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

及
び
畜
産
業
又
は
水
産
業
を
行
う
個
人
に
対
す
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
） 

２ 

事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
を
次
の
と
お
り
免
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

固
定
資
産

税 不
動
産
取

得
税 

事
業
税 

税
目 

特
別
償
却
設
備
で
あ
る
大
規
模
の
償
却
資
産
（
公
示

日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課

す
る
税
額 

特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る

土
地
の
取
得
（
公
示
日
以
後
の
取
得
に
限
り
、
か

つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地

と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に

お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課

す
る
税
額 

二 

過
疎
地
域
内
に
お
い
て
畜
産
業
又
は
水
産
業
を

行
う
個
人
で
そ
の
者
又
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労

力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
っ
た
日
数
の
合

計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労

働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か
つ
、
二
分
の
一

以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
公
示
日
の
属
す
る

年
以
後
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
に
対
し
て
課
す

る
税
額 

一 

対
象
期
間
内
に
、
過
疎
地
域
内
に
お
い
て
特
別

償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い

て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た

日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は

各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
の
う
ち
当
該

特
別
償
却
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額

に
対
し
て
課
す
る
税
額 

免
除
す
る
税
額 

最
初
に
固
定
資
産
税

が
課
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
年
度
以
降
三
箇

年
度 

取
得
の
と
き 

当
該
事
業
税
の
課
税

免
除
を
最
初
に
し
た

年
度
以
降
五
箇
年
度 

当
該
特
別
償
却
設
備

を
事
業
の
用
に
供
し

た
日
の
属
す
る
年
又

は
事
業
年
度
の
所
得

又
は
収
入
金
額
に
対

し
て
事
業
税
を
課
す

べ
き
こ
と
と
な
る
年

度
以
降
三
箇
年
度 

免
除
す
る
期
間 
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３ 

課
税
免
除
の
申
請
手
続
及
び
適
用
除
外
並
び
に
佐
賀
県
行
政
手
続
条
例
の
適
用
除
外
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
〜
第
六
条
関
係
） 

４ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と

と
し
た
。 

５ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

６ 

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
等
に
つ

い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

７ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
た
。 
 

○
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
二
三
号
） 

１ 

県
税
の
不
均
一
課
税
に
係
る
認
定
基
本
計
画
は
、
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
以
前
に
公

表
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
四
号
） 

１ 

公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
お
い
て
禁
止
す
る
卑
わ
い
な
言
動
を
次
の
と
お
り
明

示
す
る
と
と
も
に
、
卑
わ
い
な
言
動
を
禁
止
す
る
客
体
に
つ
い
て
男
女
を
問
わ
な
い
こ
と

と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

 
 
 

衣
服
そ
の
他
身
に
着
け
る
物
（
以
下
「
衣
服
等
」
と
い
う
。
）
の
上
か
ら
又
は
直
接

人
の
身
体
に
触
れ
る
こ
と
。 

 
 
 

衣
服
等
で
覆
わ
れ
て
い
る
人
の
下
着
又
は
人
の
身
体
を
の
ぞ
き
見
し
、
又
は
写
真
機
、

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
、
携
帯
電
話
そ
の
他
の
機
器
（
以
下
「
写
真
機
等
」
と
い
う
。
）
を

使
用
し
て
撮
影
す
る
こ
と
。 

 
 
 

及
び 

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
卑
わ
い
な
言
動
を
す
る
こ
と
。 

２ 

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
公
衆
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
浴
場
、
便
所
、

(3) (2) (1)

(1)

(2)
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更
衣
室
そ
の
他
公
衆
が
通
常
衣
服
等
の
全
部
又
は
一
部
を
着
け
な
い
状
態
で
い
る
場
所
に

お
い
て
、
当
該
状
態
で
い
る
人
の
姿
態
を
写
真
機
等
を
使
用
し
て
撮
影
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

３ 

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
特
定
の
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
反
復

し
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
関
係
） 

 

 
 
 

つ
き
ま
と
い
、
待
ち
伏
せ
し
、
進
路
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
住
居
等
の
付
近
に
お
い
て

見
張
り
を
し
、
又
は
住
居
等
に
押
し
掛
け
る
こ
と
。 

 
 
 

そ
の
行
動
を
監
視
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
事
項
を
告
げ
、
又
は
そ
の
知
り
得

る
状
態
に
置
く
こ
と
。 

 
 
 

面
会
そ
の
他
の
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
。 

 
 
 

著
し
く
粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
す
る
こ
と
。 

 
 
 

電
話
を
か
け
て
何
も
告
げ
ず
、
又
は
拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
し
て
、
電

話
を
か
け
若
し
く
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
こ
と
。 

 
 
 

汚
物
、
動
物
の
死
体
そ
の
他
の
著
し
く
不
快
又
は
嫌
悪
の
情
を
催
さ
せ
る
よ
う
な
物

を
送
付
し
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。 

 
 
 

そ
の
名
誉
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
、
又
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。 

 
 
 

そ
の
性
的
羞

し
ゆ
う

恥
心
を
害
す
る
事
項
を
告
げ
若
し
く
は
そ
の
知
り
得
る
状
態
に
置
き
、

又
は
そ
の
性
的
羞

し
ゆ
う

恥
心
を
害
す
る
文
書
、
図
画
そ
の
他
の
物
を
送
付
し
若
し
く
は
そ

の
知
り
得
る
状
態
に
置
く
こ
と
。 

４ 

１
か
ら
３
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
常
習
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
一
条

関
係
） 

５ 

罰
金
の
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
二
条
関
係
） 

６ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
二
年
七
月
二
〇
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

(4) (5) (3) (2) (1)(8) (7) (6)
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○
佐
賀
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
五
号
） 

１ 
佐
賀
県
立
唐
津
青
翔
高
等
学
校
の
学
科
の
改
編
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と

し
た
。
（
別
表
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
公
立
学
校
職
員
特
殊
勤
務
手
当
及
び
へ
き
、
、
地
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
二
六
号
） 

１ 

武
雄
市
立
西
川
登
小
学
校
矢
筈
分
校
及
び
唐
津
市
立
向
島
中
学
校
が
廃
止
さ
れ
、
唐
津

市
立
向
島
小
学
校
が
唐
津
市
立
入
野
小
学
校
向
島
分
校
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
へ

き
地
学
校
の
指
定
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と

と
し
た
。 

 


